
裏面もご確認下さい

保育士修学資金
就職準備金貸付制度のご案内

保育士修学資金
就職準備金貸付制度のご案内
就職をするための準備金として、保育士養成施設に在学していてかつ最終学年になる方に対し、

無利子で就職のための費用の貸付を行う制度です。卒業後5年間、東京都内の保育所等
指定の種別の施設で保育士業務に継続して従事すると全額返還免除されます。

2025年度より新たに
始まる制度です！
2025年度より新たに
始まる制度です！

保育士養成施設（※1）に在学しかつ最終学年にあたり、次の❶～❻を全て満たす方
❶　東京都内在住（住民登録をしている）又は在学中の養成施設（通信制を除く）の所在地が都内である
❷　学業が優秀である
❸　家庭の経済状況から、真に本修学資金の貸付が必要であると認められる
❹　月額の保育士修学資金を借りていない
❺　他県が実施する保育士修学資金を借り受けていない
❻　養成施設卒業後１年以内に、東京都内の指定の種別の施設にて５年以上保育士業務に従事する意思がある
　　※保育士修学資金貸付制度とは異なりますので、申請の際はご注意ください。
　　※１ 東京都内の指定保育士養成施設一覧は下記のホームページで確認できます。

　https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//shikaku/hoikusi-youseisisetu.html

　　　次の全てを満たす場合に返還が免除されます
　　　（要件を満たさない場合は全額返還となります）
❶　保育士養成施設卒業後１年以内に保育士登録をし、東京都内の指定の種別の施設（※2）にて従事を開始した
　　※２ 具体的な施設種別は、申込のしおりに掲載している「従事先施設等一覧」でご確認ください。
❷　５年間継続して（※3）保育士業務に従事した
　　※３ 「継続して」とは、月と月の間をあけないこと
　　　　 （月を単位として継続していること）です。

貸付内容

対象者

返還免除

就職準備金 20万円以内
無　利　子利　　　子



※保育士修学資金貸付制度とは異なりますので、
　申請の際はご注意ください。
※申込にあたっては、要件を満たす連帯保証人を立てて頂きます。

【申込に関するお問い合わせ】在学中の保育士養成施設
【制度に関するお問い合わせ】東京都福祉人材センター 修学資金担当
　TEL　03-5211-2911（平日９時～17時）
　H P　https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kashitsuke-hoiku.html

「福祉人材のための資金貸付事業」➡「保育士修学資金」をクリック！

で検索　➡ トップページから
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留意事項

❶　「保育士修学資金就職準備金貸付 貸付申込みのしおり」を
　　よく読んでお申込みください。
　　 ※貸付申込みのしおりは在学中の保育士養成施設からお受け取りください。
　　　 下記のホームページにも掲載してあります。

❷　在学中の保育士養成施設を通じて東京都福祉人材センターに
　　お申込みください。
　　 ※申込には養成施設長の推薦が必要です。
　　 ※申込用紙は養成施設より入手してください。

申込方法

お問合せ先

フクシロウ


